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令和２年度　施策・基本事業マネジメントシート　（令和元年度実績に基づく評価） 作成日 令和 2 年 7 月 3 日
基本目標名 5 快適により安全で安心して暮らせるまちづくり
政　策　名 3 都市機能の充実したまちづくり
施　策　名 1 都市機能を高める幹線道路の整備と計画的な地域づくりの推進

施策関係課 政策調整課、産業立市推進課、農政課、農山村振興課、都市整備課、道路河川課、用地課

１．施策の目的と成果把握
この施策は、誰、何を対象としているか 対象指標 単位 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２

幹線道路数 本 25 25

市域面積 ㎢ 356.04 356.04

この施策によって、「対象」をどういう状態にするのか 成果指標（意図の達成度を表す指標） 区分 単位 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３

目標 84.0 84.2 84.4 84.6

実績 60.0 62.2

目標 60.0 60.5 61.0 61.5

実績 25.6 21.5

目標

実績 市政に関するアンケート調査

目標 市政に関するアンケート調査

実績

目標

実績

２．基本事業の目的と成果把握
基本事業名 対象 意図 成果指標 区分 単位 H30 R1 R2 R3 基本事業名 対象 意図 成果指標 区分 単位 H30 R1 R2 R3

目標 62.1 64.3 64.6 65.3 目標 80.8 100.0 - -

実績 62.1 65.6 実績 66.7 91.7 

目標 67.2 86.4 93.2 100.0 目標

実績 63.0 69.7 実績

目標 目標

実績 実績

目標 0 0 0 1 目標

実績 1 - 実績

目標 3,220 3,225 3,230 3,235 目標

実績 3,229 3,221 実績

目標 60.5 61.0 61.5 62.0 目標

実績 56.6 56.9 実績

３．施策及び基本事業の目標達成度評価

令和元年度施策の取組方針 施策の取組方針・成果指標達成状況

全て達成

一部未達成

全て未達成

全て達成

一部未達成

全て未達成

基本事業名 令和元年度基本事業の取組方針 基本事業の取組方針・成果指標達成状況 基本事業名 令和元年度基本事業の取組方針 基本事業の取組方針・成果指標達成状況

取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成 取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成

成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成 成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成

取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成 取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成

成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成 成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成

４．施策の基本情報

社会情勢変化、国・県の動向、市民・議会意見等 施策の成果向上に向けての役割分担

市民 事業所 行政

５．施策全体の総括・今後の課題・今後の方向性

施策の成果実績と施策の基本情報及び施策コストに関する全体総括 今後の課題 今後の方向性

政策体系
施策主管課長

都市計画課

岡部　悦郎

施策の目的
「対　象」

①幹線道路
②市内全域

①
道路網が整備されて移動時間が短縮され
た、通行しやすくなったと思う市民の割合

％

②
地域の特色を活かした土地利用が図られて
いると感じている市民の割合

％

③

成果指標の
取得方法

④

⑤

計画的な
幹線道路
ネットワー
クの整備

①幹線道
路

①市民が円滑に移
動できる幹線道路
が整備されている。

①
幹線道路の整備
率（整備延長/整
備予定延長）

％

地籍調査
の推進

①市内全域 ①地籍などのデー
タベースを構築す
る。

①

当該１０か年計画に基づ
き実施する地籍調査面積
の進捗率（調査面積／調
査予定面積）

％

②
市道1級1号線（都市計
画道路3・4・201号高砂
植下線）の整備率

％ ②

③ ③

計画的な
土地利用
の推進

①市内全
域

①計画的に地域の
特色を活かした地
域づくりが推進され
ている。

①
国道50号沿線における土
地利用開発構想の策定 件 ①

②
市街地（主に人口集中
地区）における人口密
度

人/㎢ ②

③
街並みの景観が良好
であると思う市民の割
合

件 ③

・佐野市コンパクトシティ構想を実現するため、居住や都市機能を一定の区域に誘導する立
地適正化計画の策定を進めるとともに市民への周知を図る。
・国道50号沿線開発構想に基づき、整備に向けて関係機関との協議を開始する。
・災害に強いまちづくりを推進するため、国土強靱化地域計画を策定する。
・県道桐生岩舟線（都市計画道路３･４･１号前橋水戸線）及び東部幹線（都市計画道路３･
５･301号築地吉水線）の整備を栃木県と連携して推進するほか、市道１級１号線（都市計画
道路３･４･201号高砂植下線）の整備を推進する。
・高規格幹線道路や広域幹線道路と連携し、既存の都市間連絡道路の機能強化を図るとと
もに、新たな都市間連絡道路の整備を推進する。

取組
方針

【施策の取組方針達成状況】
・立地適正化計画については、策定委員会及び策定懇談会を行い、素案を策定した。
・国道50号沿線開発構想については、西側の開発構想エリアについて、栃木県と2回ほど協議を行ったが、
事業推進に向けた展開は図れなかった。
・国土強靭化地域計画については、「令和元年東日本台風」による被害状況や災害対応における反省点等
を計画に反映させるため、策定を次年度に先送りした。
・県道桐生岩舟線（都市計画道路３･４･１号前橋水戸線）及び東部幹線（都市計画道路３･５･301号築地吉水
線）、市道１級１号線（都市計画道路３･４･201号高砂植下線）の整備については、用地買収は進めているも
のの、目に見える進捗は図れなかった。
・新たな都市間連絡道路（渡良瀬架橋含む）については、これまで以上の事業進展は図られなかった。
【成果指標達成状況】
・道路網整備及び地域の特色を生かした土地利用については、一定の事業進捗が見られているが、市民の
意識の中では、なかなか実感してもらえない状況がある。

成果
指標

【基本事業の取組方針達成状況】
・市道1級1号線（都市計画道路3･4･210号高砂植下線）の用地買収に
ついては、特定財源である国庫補助金の減額により、一部先送りに
なった。
・渡良瀬川及び利根川架橋については、事業としての具体的な進展は
図れなかったが、研究会等へ県職員の参画を要請する方向で調整を
図った。
【成果指標達成状況】
・幹線道路の整備率については、供用開始された路線があり、目標を
上回った。
・市道1級1号線（都市計画道路3･4･210号高砂植下線）については、事
業費の減額により、目標を下回った。

【基本事業の取組方針達成状況】
・基本計画では、若宮下・北茂呂・茂呂山の0.32㎢の実施を予定して
いたが、実際には、若宮下・北茂呂0.24㎢しか実施できなかった。
【成果指標達成状況】
・全体計画の0.96㎢に対して、実績は、累計で0.88㎢であったため、
成果指標は91.7％となり、目標を達成できなかった。

【基本事業の取組方針達成状況】
・立地適正化計画については、素案を作成することができた。
・国土強靭化地域計画については、「令和元年東日本台風」による被害
状況や災害対応における反省点を計画に反映させる必要が生じたた
め、策定時期を令和2年8月まで延長した。
【成果指標達成状況】
・市街地における人口密度については、減少を食い止めることができて
いない。
・良好な街並み形成については、昨年度より市民の意識向上が図られ
たが、目標には達しなかった。

・幹線道路の整備としては、事業中であった「赤見バイパス」や「都市計画道路3･4･211関川鐙塚線」
が供用開始となり、その地域の交通利便性が向上した。
・地域づくりとしては、コンパクトシティ構想の実現のための立地適正化計画の素案を策定した。ま
た、国道50号沿線（西側エリア）開発については、庁内協議をはじめ栃木県との協議を行ったが、具
体的な方向性を打ち出すことはできなかった。
・新たな都市間連絡道路（渡良瀬架橋を含む道路整備）については、「令和元年東日本台風」の災
害対応や「新型コロナウイルス感染症」対策を優先したことにより、具体的な協議を行うことができな
かった。
・令和元年度は、「令和元年東日本台風」による災害への対応を優先したことにより、当初掲げた取
組方針どおりすすめることが困難になった事務事業があった。特に、国土強靭化地域計画は、「令
和元年東日本台風」の災害等を教訓に一部見直しを行う必要があり一定期間を要したため、策定期
間を令和２年度までとした。
・地籍調査については、基本計画に基づき計画的に進める必要があり、そのためにも特定財源（県
の地籍調査負担金）の確保は、引き続き必要不可欠である。
・令和元年度決算額は、平成30年度と比較して約12,700千円の増額となった。主な要因は、市道1
級1号線（都市計画道路3･4･201号高砂植下線）の新たな用地補償費を計上したことや地籍調査の
調査面積を拡大したこと等が、増額の要因となっている。

【令和２年度で解決する課題】
・立地適正化計画の策定
・国土強靭化地域計画の策定

【令和３年度以降にも引き継がれる課題】
①市道1級1号線（都市計画道路3･4･201号高砂植下線）の整
備推進
②コンパクトシティ構想の実現
③地籍の不備・不正確さの是正

【令和３年度重点課題】
④国道50号沿線（西側エリア）開発における事業主体、事業
手法等の検討

①事業中区間の早期完成並びに次期整備区間の整備手
法の検討及び関係機関との協議調整を行う。

②都市計画区域内においては、立地適正化計画に基づく
土地利用の誘導等を推進し、中山間地域においては、土地
利用（小さな拠点形成）を含めた地域の将来像について検
討を行う。

③特定財源を確保し、基本計画に基づき、着実に地籍調査
を進める。

④栃木県による事業実施の可能性や民間活力の導入につ
いて、積極的に協議調整を行う。

成果指標
設定の考え方

①道路網が整備され便利になったと思う市民の
割合を把握することにより、幹線道路の整備に関
する各種事業の成果向上が期待できるため、指
標として採用した。
②地域の特色を活かした土地利用が図られてい
ると感じている市民の割合を把握することによ
り、良好な土地利用の推進が期待できるため、
指標として採用した。

施策の目的
「意　図」

①計画的に幹線道路の整備を進め、良好な道路
網を形成し車両等による移動が円滑にできるよう
にする。

②各地域の特色を十分活かしつつ、計画的な地
域づくりを進める。

施
策

基
本
事
業

計画的な
幹線道路
ネットワー
クの整備

・市道1級1号線（都市計画道路
3・4・201号高砂植下線）の用地
買収を推進する

・渡良瀬川及び利根川架橋を含
む新たな都市間連絡道路の整
備を推進する

地籍調査
の推進

・基本計画に基づき、計画的に
地籍調査を進める。

計画的な
土地利用
の推進

・都市再生特別措置法に基づ
き、立地適正化計画の素案を策
定する

・国土強靭化基本法に基づき、
国土強靭化計画を策定する

施
策
の
基
本
情
報

・都市計画区域外の一部無秩序な開発を招いている地域について、今後の市の対応が県から
問われている。
・良好な景観の保全・形成を総合的に推進するため、景観法が平成17年6月に施行となった。
・少子高齢社会に対応したコンパクトなまちづくりを推進するため、平成26年度に都市再生特
別措置法等の一部が改正され、市町村は施設の立地の適正化に関する計画を作成すること
ができることとなった。
・新型コロナウイルス感染防止の観点から、審議会や計画策定委員会等の会議開催を見送
り、又は、書面による会議に切り替えて対応した。
・令和元年東日本台風の被害から、災害に強いまちづくりがより一層求められている。

各基本事業の目的、趣旨を十分理解し、
地権者としての協力をはじめ、地域の特
色を活かした有効な土地利用を行ってい
く。また、まちづくりの主体となって各施策
に係っていく。

市民、行政と一体となり、果たす役割を
十分理解し、よりよいまちづくりに尽力
する。また、品質の高い施設、良好な宅
地の提供に努める。

市民、事業者へ各施策の趣旨、目的、
必要性をわかりやすくかつ丁寧に説明
し、理解を得ながら計画的に関係事業
を進める。


